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◎「弔慰金」のお支払いについて。

ご不幸にも、町内会員世帯主様がご逝去された場合には、「町内会細則」第６条により、「弔慰

金」をご用意させていただきます。 ご遺族様にはお手数ですが、お住いの地区班長までご一報

下さるようお願いいたします。

◎令和３年度 地区班長更新のお願い。
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ご応募のご依頼をして参りました、小学校「通学路呼びかけ隊」につきまして、町内会長を代

表者として、１５名で発足する事となりました。３月９日町内会長より、町田警察署へ登録申

請を致しました。多くのご応募を頂き、感謝申し上げます。

今後、警察署より交通安全講習を受け、入学式、新学期、交通安全週間などの折に、通学路な

どに出動し、交通安全を呼びかけることになります。会員の皆様にあっても、日頃より、交通

安全に心掛け、子供たちを輪禍から守りましょう。

先月の「町内会たより」でご連絡致しましたように、地区班長の交代時期が迫って参りました。

各地区班長に於かれましては令和３年度の班長をお決め頂き、担当理事が３月１４日（日）に、

お伺いさせていただきますので、お渡し下さるようお願いいたします。 なお、現班長のお役

目ご苦労様でした。今後も新しい班長のサポートと同時に「町内会の催し」への積極的ご参加を

お願い致します。

◎小学校「通学路呼びかけ隊」のご応募結果について。

◎公民館駐車場の桜を剪定しました。

２月１６日に、公民館駐車場の桜を剪定しました。隣家への、枝のはみだし部分を中心に剪定しまし

た。落ち葉等により、ご迷惑をお掛けしておりましたが、これにより、概ね解消する事と思います。

剪定

前 後



皆さんで、町内会仲間（会員）を増やしましょう。

現在の町内会入会率は、約５０％です。地域内の交流促進、環境整備、災

害時の組織的行動など、行政側（市）は、町内会を窓口としています。

ご近所への、お声がけを宜しくお願いいたします。

☆「町内会たより」のメール配信を実施しております。ご希望の方は、町内会のメールアドレス

まで、各位のメールアドレスをお知らせくだされば、

地区防災の解説第四回

★皆さんへ自助のお願い ～救助・支援は、すぐにはこない～

災害に備え日常生活をしながらできる「日常備蓄」で５日間～7日間分の食料・飲料水などの備

蓄をお願いします。

～災害が起こった時各地区に一時(いっとき)集合場所が

あります～
町内で災害が起こり自宅にいては危険と判断した場合、町田市の指定避難施設（町田ギオンスタ

ジアム、鶴一小、鶴中）などへ向かう前に、一時的に地区住民が集合して安否確認などを行う場

所が一時集合場所です。

なお、各地区の一時集合場所は、各自治会・地区で決めたもので、地域環境の変化などから場所

を変えることもできます。そのような時には地区防災会長さん、理事さんにご相談ください。

地区防災組織 地区の一時集合場所

並木・関ノ上 内田駐車場・野津田高校

本 村 こどもの遊び場・野津田公民館

丸 山 丸山かわせみ会館・小川の広場

田中・暖沢 野津田神社

袋・袋ケ丘 袋公園・国士舘楓の杜キャンパス

綾部・綾部原 鶴一小

鶴ケ丘 山口クリニック駐車場

川 島 川島自治会館・鶴一小

山王ガーデン 山王塚公園・鶴一小

⚡災害発生時の被害状況によって、臨機応変な

集合・避難行動が重要です！



☆「町内会たより」のメール配信を実施しております。ご希望の方は、町内会のメールアドレス

[ n.kouminkan.778@silver.plala.or.jp ]  まで、各位のメールアドレスをお知らせくだされば、

配信いたします。


